
また，平成23年 8 月に改正障害者基本法が公布され，教育分野では，障害者がその年齢及び能力
に応じ，かつ，その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため，可能な限り障害のある
児童生徒が障害のない児童生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ，教育の内容及び方法の改善
及び充実を図る等必要な施策を講じなければならないことなどが新たに規定されています。

	図表 2-3-30	 	特別支援教育の現状

義務教育段階の全児童生徒数　1040万人

発達障害（LD・ADHD・高機能自閉症等）※1の可能性のある児童生徒
6.5％程度の在籍率※2

視覚障害
聴覚障害
肢体不自由
病弱・身体虚弱
言語障害

特別支援学校

自閉症
情緒障害
学習障害（LD）
注意欠陥多動性障害（ADHＤ）

0.63％
（約6万6千人）

（約30万2千人）
2.90％

0.69％
（約7万2千人）

小学校・中学校

視覚障害
聴覚障害
知的障害

肢体不自由
病弱・身体虚弱

特別支援学級

通常の学級
通級による指導

視覚障害
聴覚障害
知的障害
肢体不自由

病弱・身体虚弱
言語障害
自閉症・情緒障害

1.58％
（約16万4千人）

（特別支援学級に在籍する学校教育法施行令第22条の3に該当する者：約1万8千人）

（通常の学級に在籍する学校教育法施行令第22条の3に該当する者：約2千人）

※1　LD（Learning Disabilities）：学習障害
ADHD（Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder）：注意欠陥多動性障害

※2　この数値は，平成24年に文部科学省が行った調査において、学級担任を含む複数の教員により判断された回答に基づくものであ
り，医師の診断によるものでない。

（※2を除く数値は平成24年5月1日現在）

2 特別支援教育を推進するための取組
（1）特別支援教育の在り方に関する検討
障害者の権利に関する条約（「障害者権利条約」）は，平成18年12月に国連総会で採択され，20年
5 月に発効しました。日本政府は，19年 9 月に署名を行いましたが，まだ批准に至っていません。
政府としては，可能な限り早期の締結を目指し，必要な国内法令の整備等に関する政府としての対

応を検討しているところであり，教育関係では，インクルーシブ教育システムへの対応が課題となっ
ています。
そのため，インクルーシブ教育システムの構築という障害者権利条約の理念を踏まえた特別支援教

育の在り方について検討を行うため，中央教育審議会の「特別支援教育の在り方に関する特別委員
会」において審議が行われ，平成24年 7 月には，「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育シス
テム構築のための特別支援教育の推進（初等中等教育分科会報告）」が取りまとめられました。本報
告においては，①共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築について，②就学相
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談・就学先決定の在り方について，③合理的配慮の充実とその基盤となる教育環境整備等について，
④多様な学びの場の整備と学校間連携等の推進について，⑤教職員の専門性向上等について提言され
ています。

（2）地域・学校における支援体制の整備－発達障害を含む子供たちへの支援－
①特別支援教育の充実のための体制整備
文部科学省では，平成19年 4 月 1 日の改正学校教育法の施行を踏まえ，体制整備を含む基本的

考え方や留意事項などについて同日付けで「特別支援教育の推進について」（初等中等教育局長通
知）を出し，学校や教育委員会などの取組を促進しています＊18。
また，幼稚園，小・中学校，高等学校，特別支援学校等の全ての学校において，発達障害を含む

障害のある幼児児童生徒への支援体制を整備するため，特別支援教育体制整備の推進事業として国
がその経費の一部を補助しています。
本事業では，関係機関との連携，学校への巡回相談や専門家チームによる支援，研修体制の整

備・実施等による，特別支援教育の体制整備を推進しています。
また，平成24年 7 月には，障害者虐待の防止と対応のポイント等を取りまとめるとともに，25

年 3 月には，病弱療養児に対する指導等の在り方について取りまとめ，これらを関係機関に周知す
るなど，地域・学校における支援体制の整備に向けた取組を充実しています。
平成24年度特別支援教育体制整備状況調査によると，小・中学校においては，「校内委員会」の

設置，「特別支援教育コーディネーター」の指名といった基礎的な支援体制はほぼ整備されており，
「個別の指導計画」の作成，「個別の教育支援計画」の作成についても，着実な取組が進んでいま
す。また，幼稚園・高等学校における体制整備は，進みつつあるものの，小・中学校に比べ相対的
に遅れが見られます（図表 2-3-31）。

	図表 2-3-31	 	平成24年度特別支援教育体制整備状況調査

（出典）文部科学省「平成24年度特別支援教育に関する調査の結果について」（調査期日：平成24年9月1日）

中学校幼稚園 高等学校小学校

55.0

87.8

60.9

42.5

33.7

72.4

54.7

60.9

99.4 98.3 99.3

90.2

71.2

82.4

56.2

86.0

95.6 93.8 95.1

80.3

65.5 65.3

45.7

71.2

83.7

75.4
82.5

22.9
19.8

39.2

27.8

54.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

校内
委員会

実態把握 コーディ
ネーター

個別の
指導計画

個別の
教育支援
計画

巡回相談 専門家
チーム

研修

（％）

②発達障害に関する支援事業
発達障害のある子供の学校における支援については，これまで小・中学校の義務教育段階を中心

に施策が推進されてきましたが，幼稚園や高等学校における支援についても，更に推進していく必
要があります。

＊18	参照：http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/07050101.htm
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文部科学省では，「特別支援教育総合推進事業」において，高等学校等を指定し，在籍する発達
障害のある生徒へのキャリア教育の充実等に関する実践研究を実施しています。
さらに，平成21年度から，「民間組織・支援技術を活用した特別支援教育研究事業」において，

発達障害等のある児童生徒について，障害の状態などに応じた教材等の在り方及びそれらを利用し
た効果的な指導方法や教育効果などについて調査研究等を実施しています。

③公立幼稚園，小・中・高等学校における特別支援教育支援員の配置
小・中学校には学校教育法施行令第 5条に定める認定就学者をはじめ，発達障害を含む様々な障

害のある児童生徒が在学していることを踏まえ，学校において，障害のある児童生徒に対する学校
生活上の介助や学習活動上の支援などを行う「特別支援教育支援員」の配置に関する経費が，各市
町村に対して平成19年度から地方財政措置されています。21年度から幼稚園，23年度から高等学
校に地方財政措置が拡充されました。文部科学省では，支援員の活用事例などの参考情報をまとめ
たパンフレットを各教育委員会へ配布するなど情報提供を行い，配置を促進しています。
この財政措置などを有効に活用し，全国的に支援員の配置数増加が図られています（平成24年
5 月 1 日現在，全国で公立幼稚園：約4,800人，公立小・中学校：約 3万9,400人，公立高等学校：
約400人が配置）。

④障害の重度・重複化への対応
近年，特別支援学校に在籍する児童生徒の障害の重度・重複化が進んでおり，こうした児童生徒

に対するより適切な対応が求められています。このような状況を踏まえ，平成18年 6 月には従来
の盲・聾

ろう

・養護学校の制度を特別支援学校の制度とする法改正が行われました（参照：本章第12
節1）。また，21年 3 月に公示した特別支援学校学習指導要領等においても障害の重度・重複化に
対応した改善を行いました（参照：本章第12節2（3）①）。

⑤特別支援学校における「医療的ケア」について
特別支援学校には，日常的に医療的ケアを必要とする幼児児童生徒が在籍しており，学習や生活

を行う上での適切な対応が求められています。
このため，文部科学省では，平成10年度から，厚生労働省との連携の下，盲・聾

ろう

・養護学校（現
在の特別支援学校）と医療機関との連携の在り方などについて実践的な研究を行い，体制整備を
図ってきました。
一方，平成23年 6 月に公布された「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改

正する法律」（平成23年法律第72号）による社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正に伴い，24年
4 月から，一定の研修を受けた介護職員等は一定の条件の下にたんの吸引等の医療的ケアができる
ようになったことを受け，これまで実質的違法性阻却の考え方に基づいて医療的ケアを実施してき
た特別支援学校の教員についても，制度上実施することが可能となりました。
これに関して，文部科学省では，特別支援学校等において安全かつ適切な医療的ケアを提供する

ために必要な検討を行うため，平成23年10月から「特別支援学校等における医療的ケアの実施に
関する検討会議」を開催し，同年12月に報告書が取りまとめられました。これを受け，文部科学
省として，特別支援学校などにおいて，新制度を効果的に活用し，医療的ケアを必要とする児童生
徒などの健康と安全を確保するに当たり留意すべき点などについて整理し，都道府県・指定都市教
育委員会等に通知しました＊19。

⑥就学支援
障害のある児童生徒などに対する就学を支援するため，「特別支援学校への就学奨励に関する法

律」などに基づき，特別支援教育就学奨励制度が実施されています。
この制度は，障害のある児童生徒などの教育の機会を保障するためのものです。特別支援学校や

＊19	参照：http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1314510.htm
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小・中学校の特別支援学級などへの就学に関する特殊事情を考慮して，児童生徒などの就学に関す
る保護者などの経済的負担を軽減することを目的として，その負担能力の程度に応じ，通学費や教
科用図書購入費，寄宿舎費などの就学に必要な経費の全部又は一部を国や地方公共団体が負担して
います。

（3）特別支援教育に関する教育課程の改善
特別支援学校や小・中学校などの特別支援教育に関する教育課程については，平成20年 1 月の中
央教育審議会答申を踏まえた検討を行い，同年 3月に小・中学校学習指導要領を，21年 3 月に高等
学校及び特別支援学校学習指導要領等を公示しました。
特別支援学校については，①幼稚園，小学校，中学校及び高等学校の教育課程の基準の改善に準じ
た改善，②障害の重度・重複化，多様化に対応した一人一人に応じた指導の一層の充実，③自立と社
会参加を推進するための職業教育等の充実という観点から改訂を行いました。
また，小・中学校などにおける特別支援教育については，必要に応じて個別の指導計画や個別の教
育支援計画を作成するなど生徒の障害の状態等に応じた計画的・組織的な指導を行うことを明記しま
した。中学校及び特別支援学校中学部においては平成24年度から新学習指導要領が全面実施されてい
ます。
①障害の重度・重複化，多様化への対応
特別支援学校における指導については，従来から個別の指導計画を作成することや知的障害を併

せ有する場合の教育課程編成の工夫，障害のため通学して教育を受けることが困難な場合の訪問教
育の実施について規定するなど，学校において障害の重度・重複化に対応できるようにしてきまし
たが，平成21年 3 月に公示した新しい特別支援学校学習指導要領等においては，教師間の協力や
外部専門家の活用など指導方法の工夫を例示したほか，一人一人に応じた指導を充実する観点か
ら，関係機関と連携した支援を行うための個別の教育支援計画の作成を義務付けるとともに，「自
立活動」の内容として「他者とのかかわりの基礎に関すること」などを新たに規定するなどの改善
を図りました。

②関係機関と連携した職業教育・就労支援
障害者が，生涯にわたって自立し社会参加していくためには，企業などへの就労を支援し，職業

的な自立を果たすことが重要です。しかしながら，近年，特別支援学校高等部卒業者のうち，福祉
施設入所者の割合が約65％に達する一方で，就職者の割合は約25％にとどまっているなど，職業
自立を図る上で厳しい状況が続いています（図表 2-3-32）。この理由としては，特別支援学校高
等部の整備が進んできたことや，障害の重度・重複化に伴う訪問教育対象者の増加などによる高等
部在籍者数の増加の割合に比して，就職者数はほぼ横ばいであることなどが考えられます。
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	図表 2-3-32	 	特別支援学校高等部（本科）卒業後の状況
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（出典）文部科学省「学校基本調査」

施設等入所率
就職率

新しい学習指導要領では，職業教育・就労支援の充実に向けて，①産業現場等における長期間の
実習を取り入れるなどの就業体験の機会の充実，②校内の組織体制の整備や労働・福祉等の関係機
関との連携，地域や産業界等の人々の積極的な協力を得るなどの進路指導の充実，③知的障害者を
教育する特別支援学校高等部に専門教科「福祉」を新設するなどの改善を行っています。現在，文
部科学省では，新しい学習指導要領の趣旨を踏まえた職業教育の改善に関する研究に取り組んでい
ます。
障害者の就労を促進するためには，福祉から雇用に向けた施策を進めると同時に，学校から雇用

に向けた施策を進めるなど，教育，福祉，医療，労働などの関係機関が一体となった施策を行う必
要があります。
このため，文部科学省では，平成25年 3 月に厚生労働省と連携し，各都道府県教育委員会等に

対して文書を発出し，就労支援セミナーや障害者職場実習推進事業等の労働関係機関等における
種々の施策を積極的に活用するなど障害のある生徒の就労を支援するための取組の充実を促しまし
た。

③交流及び共同学習の充実
障害のある子供と，障害のない子供や地域の人々が活動を共にすることは，全ての子供の社会性

や豊かな人間性を育成する上で意義があるだけでなく，地域の人々が障害のある子供に対する正し
い理解と認識を深める上でも重要な機会となっています。
このため，文部科学省では，従来，学習指導要領等において障害のある子供とない子供が活動を

共にする機会を設けることを規定し，各学校において取組が進められてきました。また，新学習指
導要領等においては，障害者基本法も踏まえ，障害のある子供とない子供との交流及び共同学習の
機会を設けることなどを規定しました。加えて，平成22年度から特別支援学校と在籍する児童生
徒が居住する地域の小・中学校との交流及び共同学習の推進に関する実践研究に取り組んでいま
す。なお，国立特別支援教育総合研究所においては，教員や指導主事を対象とした，交流及び共同
学習推進指導者研究協議会を実施し，各都道府県において指導者となる人材を育成しています。
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（4）教員の専門性向上
平成23年 8 月に公布された改正障害者基本法において，「国及び地方公共団体は，障害者の教育に
関し，（中略）人材の確保及び資質の向上，（中略）その他の環境の整備を促進しなければならない」
と明記されるなど，特別支援教育に関する教員の専門性の向上が一層求められています。
また，平成24年 5 月 1 日現在，特別支援学校教員の特別支援学校教諭免許状等の保有率は全体で
71.1％であり，その保有率の向上が喫緊の課題となっています。
このため，文部科学省では，各都道府県教育委員会等に対して，特別支援学校教諭免許状等の保有
率向上に向けた目標及び計画を策定するとともに，採用，研修，配置等に当たって教員の免許状保有
状況を考慮するなどの措置を総合的に講じるよう依頼しています。また，特別支援学校教員の専門性
を向上させることを目的として，平成18年度から，各都道府県における指導者を対象とした指導者
養成講習会を実施するなどの取組を行っています。さらに国立特別支援教育総合研究所においても，
各都道府県において指導者となる人材を育成するための様々な研修を実施しています。

（5）国立特別支援教育総合研究所における取組
国立特別支援教育総合研究所（NISE）においては，我が国唯一の特別支援教育のナショナルセン
ターとして，発達障害を含め様々な障害のある幼児児童生徒に対する指導法等についての専門的な研
究や研修が進められています＊20。また，「発達障害教育情報センター」を設置し，教育関係者や保護
者等に対し，インターネットを通じて，発達障害に関する各種教育情報の提供や教員向けの研修講義
の配信を行っています＊21。

	 第13節	 	海外子女，帰国・外国人児童生徒等
への教育の充実

1 海外子女教育の充実
我が国の国際化の進展に伴い，多くの日本人が子供を海外へ同伴しており，平成24年 4 月現在，
海外に在留している義務教育段階の子供の数は 6万6,960人となっています（図表 2-3-33）。
文部科学省では，海外子女教育の重要性を考慮し，日本人学校や補習授業校（参照：コラム16）
の教育の充実・向上を図るため，日本国内の義務教育諸学校の教員を派遣するとともに，過去に在外
教育施設に派遣された経験がある退職教員をシニア派遣教員として派遣するなど，高い資質・能力を
有する派遣教員の一層の確保に努めています（平成24年度は派遣教員1,182人，シニア派遣教員113
人）。
さらに，教育環境の整備として，義務教育教科書の無償給与，教材の整備，通信教育などを行って
います。
特に，補習授業校において子供たちの教育に携わる教員の多くは，日本国内での教育経験がない現
地採用の講師であり，当該教育施設における教育水準の向上を図るため，学習指導要領及び教科書の
改訂に併せ，平成22年度に作成した小学部「補習授業校のための指導資料（小学校国語・算数）」に
引き続き，「補習授業校中学部のための指導資料作成に関する検討会」（24年度 6月開催）における検
討を踏まえ，「補習授業校のための指導資料（中学校国語・数学）」を作成・配布しました。
このほか，外国における災害，テロ，感染症などに対応するため，在外教育施設派遣教員安全対策

＊20	参照：http://www.nise.go.jp
＊21	参照：http://icedd.nise.go.jp
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資料の作成などを行うほか，有事の際には，関係省庁や現地の在外教育施設などと緊密な連携を図
り，教職員や児童生徒の安全確保に努めるとともに，臨時休校等のため一時帰国した児童生徒の就学
機会が確保されるよう，都道府県教育委員会等に周知を図るなどの対応をしています。
なお，海外子女教育・帰国児童生徒教育に関する総合ウェブサイトを開設（通称「CLARINET（ク

ラリネット）」＊22）なども行っています。

	図表 2-3-33	 	地域別在籍者数の割合（義務教育段階）

24,494
30,082

37,658 37,580 39,584 40,019
41,369 42,138 44,099 44,480

46,163 46,042
49,538 47,950 49,436
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海外の子供（学齢段階）の数の校種（段階）別推移

小学校
中学校
計

（人）

日本人学校
在籍者数
20,230人

補習授業校
在籍者数
17,261人

アジア
15,952人
78.9％

アジア
988人
5.7％欧州

2,704人
13.4％

欧州
3,724人
21.6％

大洋州
148人
0.7％

大洋州
403人
2.3％

北米 411人
2.0％

北米
11,880人
68.9％

中南米 585人
2.9％

中南米
89人
0.5％

中東 341人
1.7％

中東 87人
0.5％

アフリカ 90人
0.5％

アフリカ 89人
0.4％

＊22	参照：http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/main7_a2.htm
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2 海外から帰国した児童生徒に対する教育の充実
平成23年 4 月 1 日から24年 3 月31日までの 1年間で，海外に 1年以上在留した後に帰国した児童
生徒は，小学校，中学校，高等学校及び中等教育学校を合計して，9,990人います。文部科学省では，
このような帰国児童生徒について，国内の学校生活への円滑な適応を図るだけでなく，帰国児童生徒
の特性の伸長・活用など，海外における学習・生活体験を尊重した教育を推進するため，以下のよう
な施策に取り組んでいます。
①帰国児童生徒に対する日本語指導の充実を図るため，教員定数の加配措置を実施（教員の給与費

海外にいる日本の子供たちの学び舎
や

海外に在留する日本人の子供のために，日本国内（以下「国内」という）の学校教育に準じた教

育を実施することを主な目的として海外に設置された在外教育施設には，「日本人学校」，「補習授業

校」，「私立在外教育施設」の三つがあります。なお，日本人学校，私立在外教育施設は，文部科学

大臣から，国内の小学校，中学校，若しくは高等学校と同等の教育課程を有する旨の認定又は指定

を受けており，中学部卒業者には，国内の高等学校の入学資格が，高等部卒業者には，国内の大学

の入学資格がそれぞれ認められます。

〈日本人学校〉

日本人学校とは，国内の小学校，中学校又は高等学校（平成23年度，上海日本人学校に世界で初

めてとなる高等部が開設）における教育と同等の教育を行うことを目的とする全日制の教育施設で

す。一般に，現地の日本人会などが設置主体となって設立され，日本人会や保護者の代表などから

成る学校運営委員会によって運営されています（平成24年 4月15日現在88校）。

〈補習授業校〉

補習授業校とは，現地校，国際学校などに通学している日本人の子供に対し，土曜日や放課後な

どを利用して国内の小・中学校の一部の教科について授業を行う教育施設です（平成24年 4月15

日現在202校）。日本人学校と同様，現地の日本人会などが設置運営主体となっています。

〈私立在外教育施設〉

私立在外教育施設とは，国内の学校法人などが母体となり，国内の学校教育と同等の教育を行う

ことを目的として設置する全日制の教育施設です。小学校段階から高等学校段階までの課程を置く

ものから，高等学校段階の課程のみを置くものなど，その形態は様々ですが，一般に国内の学校と

連携を図りつつ，教育を行っています（平成24年 4月15日現在 9校。休校中の 1校を除く）。

「アウトファールト校との交流」
（アムステルダム日本人学校）

「ピラミッド持久走」
（カイロ日本人学校）

No.

16
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の 3分の 1を国庫負担）
②帰国児童生徒の日本語指導のための支援員の学校への配置など個に応じた指導のための事業を実
施

③各教育委員会・学校に対して，高校や大学の入試において，特別枠の設定や試験の実施回数の
増，入試手続の簡素化，入試情報の提供のための特別な配慮を行うよう要請

現在，15の都道府県の一部又は全ての高校において，帰国生徒のための特別定員枠が設定されて
いるほか，5割以上の大学・学部において，入学者選抜に当たって帰国生徒を対象とした特別選抜が
実施されています。

3 外国人児童生徒の教育に対する支援
平成24年 5 月現在，我が国の公立の小学校，中学校，高等学校などに在籍する外国人児童生徒の

数は 7万1,545人となっています。また，これらの公立学校に在籍する日本語指導が必要な児童生徒
の数は，24年 5 月現在で 2万7,013人となっており，22年度より1,498人（約5.3％）減少しましたが，
依然として多数在籍しています。
我が国では，外国人については就学義務は課されていませんが，その保護する子を公立の義務教育

諸学校に就学させることを希望する場合には，無償で受け入れており，教科書の無償給与や就学援助
を含め，日本人と同一の教育を受ける機会を保障しています。外国人の子供の公立学校での受入れに
当たっては，適切な日本語指導や適応指導を行うための体制を整備する必要があり，文部科学省で
は，以下のような施策に取り組んでいます。
①外国人児童生徒に対する日本語指導の充実を図るため，教員定数の加配措置を実施（教員の給与
費の 3分の 1を国庫負担）

②独立行政法人教員研修センターにおいて，外国人児童生徒教育に携わる教員や校長，副校長，教
頭などの管理職及び指導主事を対象として，日本語指導法等を主な内容とした実践的な研修を実
施

③日本の教育制度や就学の手続などをまとめた就学ガイドブック及び概要版をポルトガル語，中国
語など 7言語で作成し，教育委員会等に配布

④各自治体が行う，入学・編入学前後の外国人の子供への初期指導教室（プレクラス）や学校での
日本語指導の補助，学校と保護者との連絡調整などを行う際に必要な外国語の分かる人材の配置
などを支援する事業を実施

4 定住外国人の子供の教育環境の整備
不就学・自宅待機等になっている定住外国人の子供に対して，平成21年度から，日本語等の指導

や学習習慣の確保を図るための教室を設置し，公立学校などへの円滑な転入ができるようにする「定
住外国人の子どもの就学支援事業」を国際移住機関において実施しています。24年度には23教室が
開設されています。本事業により，23年度までに約980人が公立学校などへ，約1,000人がブラジル
人学校などへの就学を果たしました。また，本事業は，子供を学校へとつなげるだけでなく，地域の
行事への参加や社会見学を通じて，子供たちやその保護者に日本社会と接する機会を提供し，日本社
会への受入れにも大きく寄与しています。
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	 第14節	 	地域とともにある学校づくりと学校
運営の改善

1 より良い学校運営に向けて―地域とともにある学校づくりの推進―
保護者や地域住民の力を学校運営に生かす「地域とともにある学校づくり」により，子供が抱える
課題を地域ぐるみで解決する仕組みづくりや，質の高い学校教育の実現を図ることが重要です。この
ため，学校には，保護者や地域住民の意見や要望を的確に反映させ，家庭や地域社会と連携協力して
いくことが求められています。同時に，保護者や地域住民が，学校と共に地域の教育に責任を負うと
の認識の下，学校運営に積極的に協力していくことも重要です。
文部科学省が開催した「学校運営の改善の在り方等に関する調査研究協力者会議」（座長：天笠茂
千葉大学教育学部教授）により取りまとめられた「子どもの豊かな学びを創造し，地域の絆

きずな

をつなぐ
～地域とともにある学校づくりの推進方策～」（平成23年 7 月）では，今後，全ての学校が地域の
人々と目標（子供像）を共有し，地域の人々と一体となって子供たちを育んでいく「地域とともにあ
る学校」を目指すべきであるとし，そのための国の推進目標を提示しています。文部科学省ではこの
推進目標を踏まえ，地域とともにある学校づくりの推進に取り組んでいます。

（1）コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の設置拡大 
（参照：第 1 部特集 2 第 3 節1）

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）は，平成16年 6 月に「地方教育行政の組織及び
運営に関する法律」の改正により導入されました。
この制度は，保護者や地域住民が一定の権限と責任を持って公立学校の運営に参画することを可能
とするものです。
教育委員会からコミュニティ・スクールに指定された学校には，保護者や地域住民を委員とした

「学校運営協議会」が設置されます。学校運営協議会は，校長が作成する学校運営の基本的な方針に
ついて承認を行うことや，学校運営全般について教育委員会・校長に意見を述べること，教職員の任
用に関して教育委員会に意見を述べることができます（図表 2-3-34）。

	図表 2-3-34	 	コミュニティ・スクールのイメージ
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このように，保護者や地域住民が一定の権限と責任を持って学校運営に参画することにより，学校
と地域の人々が目標を共有し，共に行動する関係を構築することが期待されます。
平成24年 4 月 1 日現在，コミュニティ・スクールとして指定を受けている学校は，昨年度から394

校増え，全国で1,183校となっており，着実に全国に広まりつつあります（図表 2-3-35）。また，設
置する小・中学校全てをコミュニティ・スクールに指定している教育委員会の数も，昨年度の約 2倍
の22市町村と増加しています。

	図表 2-3-35	 公立学校における学校運営協議会を置く学校（コミュニティ・スクール）数の推移

1,1831,183

789789

629629

475475

341341

197197

5353

1717

0 500 1,000 1,500

H24.4.1

H23.4.1

H22.4.1

H21.4.1

H20.4.1

H19.4.1

H18.4.1

H17.4.1

（校）

（出典）文部科学省「コミュニティ・スクール指定状況調査」（平成24年4月1日現在）

市町村内全ての導入校の校長に対するアンケート調査では，コミュニティ・スクールの導入による
成果が以下のように述べられています（図表 2-3-36）。

	図表 2-3-36	 コミュニティ・スクールの成果に関する校長の認識

※「当てはまる」＋「ある程度当てはまる」の合計（％）
（平成23年度文部科学省委託調査研究報告書／学校運営の改善の在り方に関する調査研究より）

○指定校の校長のコミュニティ・スクール導入の成果認識は以下のとおり。 地域との連携に関係する成果のみ
ならず，生徒指導上の課題解決 （42.7％），学力向上（36.2％）にも成果があったとの回答も見られる。

学校と地域が情報を共有するようになった

地域が学校に協力的になった

地域と連携した取組が組織的に行えるようになった

特色ある学校づくりが進んだ

学校に対する保護者や地域の理解が深まった

教職員の意識改革が進んだ

保護者が学校に協力的になった

地域の教育力が上がった

地域が活性化した

児童生徒の学習意欲が高まった

保護者や地域からの苦情が減った

いじめ・不登校・暴力など生徒指導の課題が解決した

児童生徒の学力が向上した

家庭の教育力が上がった

教職員が子供と向き合う時間が増えた

92.6

87.7

84.0

83.0

82.6

77.4

63.8

56.3

51.4

50.5

46.5

42.7

36.2

32.8

19.8

文部科学省では，「2016年度までに，コミュニティ・スクールの数を全公立小・中学校の 1割（約
3,000校）に拡大」することを推進目標としています。その実現に向けて，文部科学省では，コミュ
ニティ・スクールを導入しようとする学校・地域における運営体制づくりなどの「コミュニティ・ス
クールの推進への取組に係る委託事業」（平成24年度は全国364校に委託）や，先進取組の成果発信
などを通じて更なる制度普及を図る「地域とともにある学校づくり推進協議会」（同年度は仙台・埼
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玉・大阪・鹿児島・高知・福島・東京で開催），先進的な事例や関係法令などを踏まえた説明等を希
望する地域の保護者，地域住民，学校関係者などに対して，専門家や実践校の担当者などを派遣し説
明会（同年度は全国53地域）などを実施しています。
文部科学省ウェブサイトには，コミュニティ・スクールに関するパンフレットや事例集，推進協議
会の実施報告，調査研究事業の報告書を掲載しています＊23。

（2）学校評価の推進
学校評価は，各学校が自らの教育活動等の成果や取組を不断に検証することによって，①学校運営
の組織的・継続的な改善を図ること，②各学校が保護者や地域住民等に対し，適切に説明責任を果た
し，その理解と協力を得ること，③学校に対する支援や条件整備等の充実につなげることを目的に行
われます。学校評価への取組を通じて，保護者や地域住民等の理解と協力を得て，学校・家庭・地域
の連携協力による学校づくりを進めることが期待されています。
平成19年には，学校教育法・同法施行規則が改正され，自己評価の実施・評価結果公表義務，学
校関係者評価の実施・評価結果公表の努力義務，評価結果の設置者への報告義務等が法令上規定され
ました。これを受け文部科学省では，各学校や設置者における学校評価の取組の参考に資するため，
20年に「学校評価ガイドライン」を策定し，22年には第三者評価の在り方に関する内容を追加しま
した。
平成24年度に実施した学校評価等実施状況等調査（23年度間）では，保護者や地域住民等による
学校関係者評価の実施率が前回調査（20年度間）に比べて上昇しており，特に93.7％の公立学校にお
いて実施されていることが分かりました。一方，学校評価の効果については，95.6％の学校が「学校
運営の組織的・継続的改善」において「効果があった」と回答したものの，このうち「大いに効果が
あった」は16.3％にとどまっていることから，実効性を高めることが今後の課題として挙げられます。
このため，文部科学省としても，実効性向上の実践研究委託などを通じた好事例の普及・啓発や，評
価を実施する中核となる学校教職員や教育行政職員に対する研修などを実施しています。
文部科学省ウェブサイトには上述の調査結果やほかにも学校評価に関する調査研究事業の報告書や
教育委員会における学校評価の取組事例等を掲載しています＊24。

（3）学校評議員制度
学校評議員制度は，保護者や地域住民などが，校長の求めに応じて学校運営に関する意見を述べる
ものです。これは，地域住民等が学校運営へ参画するための仕組みとして，平成12年に国として初
めて制度化されたものです。
平成23年度において学校評議員（類似制度を含む）を設置している国公私立の学校は70.4％となっ
ています＊25。

（4）学校の裁量拡大
地域に開かれた特色ある学校づくりを実現するためには，各学校において，それぞれの教育理念や
教育方針に基づき，児童生徒や地域の状況などに応じて，自主的・自律的な学校運営を行うことが必
要です。このような観点から，各教育委員会において，学校の裁量を拡大するため，次のような取組
が行われています（図表 2-3-37）。

＊23	参照：http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/index.htm
＊24	参照：http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakko-hyoka/index.htm
＊25	参照：http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakko-hyogiin/
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○学校管理規則における教育委員会の関与の縮減
学校と教育委員会の関係を定めている学校管理規則について，これまで教育委員会の許可や承認

などが必要であったものを届出に改めるなど，教育委員会の関与を縮減する取組が進められていま
す。

○校長裁量経費を措置するなど，学校予算における学校の裁量を拡大
従来細かな費目ごとに配当していた学校予算の仕組みを見直し，一定総額の中での学校独自の予

算編成を可能とする仕組みや，各学校独自の提案に対して予算措置を可能とする仕組みの導入が進
められています。

	図表 2-3-37	 	各市町村における学校の裁量拡大の取組状況

4.8 3.2

37.6

18.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

47.5
42.2

27.0
21.3

16.1

82.7 82.3

67.4
58.5

17.4

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0
（％） （％）

教
育
課
程

補
助
教
材

修
学
旅
行

休
業
日
の
変
更

学
期
の
設
定

H10
H23

H10
H23

①学校管理規則において，学校の各種取組について許
可・承認による関与を行わない教育委員会の割合

②学校裁量予算を導入している教育委員会の割合
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（出典）文部科学省「教育委員会の現状に関する調査」（平成23年度間）
（参照：http://www.mext.go.jp/a_menu/chihou/1312407.htm）

（5）副校長等の職の設置
校長のリーダーシップの下，学校の組織運営体制や指導体制の充実を図るため，平成19年 6 月に

学校教育法を改正し，新たな職として副校長（副園長），主幹教諭，指導教諭を置くことができるこ
ととしました。
これらの職については，各教育委員会の判断により，平成20年度から設置されており，24年 4 月
1 日現在，副校長は40県市で3,550人，主幹教諭は55県市で 1万8,631人，指導教諭は20県市1,407人
が置かれています。
それぞれの職の職務内容は次のとおりです。
副校長は，校長から命を受けた範囲で校務の一部を自らの権限で処理することができる点で，校長

を助けることの一環として校務を整理する教頭と異なります。
主幹教諭は，校長から命を受けて担当する校務について一定の責任を持って整理し，他の教諭など

に対して指示することができる点で，担当する校務について連絡調整や指導，助言を行う主任とは異
なります。
指導教諭は，学校の教員として自ら授業を受け持ちながら，他の教員に対して教育指導に関する指

導・助言を行います。指導教諭を設置することによって，個々の教員の授業力が向上し，各学校にお
いて優れた教育実践が行われることが期待されます。
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（6）教員の勤務負担軽減
平成18年度に行った「教員勤務実態調査」によると，教員の残業時間が増えており，また，授業
の準備に十分な時間がとれていない状況が明らかとなりました。こうした状況に対応し，質の高い教
育を行うために，教員の負担を軽減し，子供と向き合う時間を確保することが重要です。このために
は，校長のリーダーシップの下，教職員の役割分担の明確化などを通じて業務を効率化するなど，組
織的・機動的な学校運営を実践していくことが一層重要となっています。
文部科学省では，平成24年度には「学校運営に資する取組（教員の勤務負担軽減等）事業」を実
施し，組織的・機動的な学校の組織運営体制の実現や，学校業務の負担を軽減するための実践研究
を，都道府県教育委員会等に委託して調査研究を行い，その成果や教育委員会における負担軽減に関
する取組の普及を図っています＊26。

2 教育委員会制度について
教育委員会は，地方教育行政の中心的な担い手であり，地域の学校教育，社会教育，文化，スポー
ツなどに関する事務を担当する機関として，全ての地方公共団体に置かれています。教育委員会は，
教育における政治的中立性の確保，継続性・安定性の確保，地域住民の多様な意向の反映を実現する
ために，自治体の長から独立した合議制の執行機関として設置されているものです。
教育委員会は原則 5人（都道府県又は市については 6人以上，町村については 3人以上とすること
もできます）の委員から構成され，その委員は，都道府県知事や市町村長が議会の同意を得て任命し
ます。教育委員会はその地域の教育行政における重要事項や基本方針を決定し，また，教育委員の中
から教育長を任命します。教育長は，教育委員会の指揮監督の下に，教育委員会の権限に属する事務
を行います（図表 2-3-38）＊27。

	図表 2-3-38	 	教育委員会の組織

教　育　機　関

教　育　委　員　会
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市町村長

議　会

・・・

﹇
教
育
委
員
会
﹈

委
員
長

委

　員

委

　員

委

　員

委

　員

教 育 長

学　校 図書館 公民館

事 務 局

スポーツ課総務課 学校教育課 生涯学習課 文化課

（委員のうち1人が
教育長を兼任）

※長が議会の同意を
　得て委員を任命

※委員は原則5人

教育委員会に対しては，地域の身近な行政機関として定着し，教育の機会均等・教育水準の向上及
び地域の実情に応じた教育の推進に寄与してきたとの評価がある一方で，その役割を十分に果たして
いないという指摘もあります。

＊26	参照：http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/detail/1324532.htm
＊27	参照：http://www.mext.go.jp/a_menu/01_j.htm
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教育委員会の見直しについては，官邸に設置さ
れた教育再生実行会議から首長が任命する教育長
を教育行政の責任者とすることなどの提言がなさ
れたところであり，この提言を踏まえ，中央教育
審議会において具体的な制度設計について議論が
行われています。

	第15節	 	幼児・児童・生徒に対する経済的支援
の充実

教育は，国民一人一人が社会生活を送る上で必要な知識・能力を身に付けるための重要な営みであ
り，また国民主権に基づく社会の存立と発展に必要不可欠な基盤でもあります。加えて昨今では，経
済雇用情勢の悪化等により，社会のセーフティーネットとしての教育の重要性がますます高まってい
ます。
このため，家庭の経済事情にかかわらず，誰もが充実した教育を受けられるようにすることは大変

重要であり，その経済的負担は本人や家庭だけではなく社会全体として支えていくことが必要です。
文部科学省では，各学校段階を通じて，家庭の教育費負担を軽減する施策に取り組んでいます。

1 小学校就学前教育段階における経済的支援
幼児期は，生涯にわたる人格形成の基礎を培う大切な時期であり，このような時期に行われる幼児

教育は非常に重要なものです。幼稚園は，我が国の幼児教育の中核的役割を担っています。
文部科学省では，幼稚園の入園料や保育料に関する経済的負担を軽減する「就園奨励事業」を実施

している地方公共団体に対して，幼稚園就園奨励費補助金によりその所要経費の一部を補助していま
す（参照：第 2部第 2章第11節「幼児期にふさわしい教育の推進」）。

2 義務教育段階における経済的支援
義務教育は，国民一人一人の幸せな人生を実現するための根幹であるとともに，国や社会の発展の

基礎になるものです。義務教育段階では，国公立学校の授業料や教科書が無償となっていますが（参
照：第 2部第 2章第 4節「より良い教科書のために」），それ以外にも学校生活を送るためには多くの
費用が必要です。例えば，「平成22年度子どもの学習費調査」によると，学用品費・遠足費・修学旅
行費などの学校教育費や給食費は，公立小学校で年間約10万円，公立中学校で年間約17万円となっ
ています。
このような費用を負担することが困難な児童生徒の保護者を経済的に支援するために，市町村が行

う就学援助制度があります。

	図表 2-3-39	 	教育委員会の行う事務の例

教 育 委 員 会 の 行 う 事 務 の 例

・　地域の教育に関する基本的な方針の策定
・　公立学校や公民館，図書館，体育施設などの設置や管
理・廃止に関すること

・　教職員の人事に関すること
・　幼児・児童・生徒の入学，転学，退学に関すること
・　学校の組織編成，教育課程，学習指導，生徒指導，職
業指導に関すること

・　教科書・教材の取扱いに関すること
・　社会教育に関すること
・　スポーツに関すること
・　文化財の保護に関すること
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就学援助制度とは，学校教育法上の実施義務に基づき，各市町村が，経済的理由により小・中学校
への就学が困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して，学用品の給与などの援助を行う制度で
す。就学援助制度の対象者は，生活保護法に規定する要保護者と，それに準ずる程度に困窮している
と認められる準要保護者となっています。
昨今の不況の影響により，就学援助の対象者が増加する傾向にあり，就学援助制度の重要性はます
ます高まっています。なお，就学援助制度は市町村において実施されるものですが，文部科学省で
は，要保護者に対する就学援助として，補助を行っています。また，要保護者に準ずる程度に困窮し
ていると認められる準要保護者の就学援助にかかる所要の経費については，地方財政措置が行われて
います。

	図表 2-3-40	 	要保護及び準要保護児童生徒数の推移
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3 高校段階における修学支援
（1）公立高校の授業料無償制及び高等学校等就学支援金について
今日，高等学校等の進学率は約98％に達し，国民的な教育機関となっており，その教育の効果が
広く社会に還元されていることから，高等学校等の教育に関する費用について社会全体で負担してい
くことが求められています。
このため，「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」
が平成22年 3 月31日に成立し，同年 4月 1日から施行されています。これにより，公立高等学校に
ついては授業料を無償とするとともに，私立高等学校等の生徒については高等学校等就学支援金（以
下「就学支援金」という。）を支給し，家庭の教育費負担を軽減する新たな制度が創設されました。
本制度については，高校生やその保護者等を対象とした「高校就学支援ホットライン」の開設，
ウェブサイトやリーフレットの作成・配布なども実施しており，本制度の趣旨や内容などについて広
く周知を図っています＊28。

＊28	参照：http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm
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【制度の概要】
〈制度の対象〉
本制度の対象となる学校は，国公私立の高等学校，中等教育学校後期課程，特別支援学校高等部，

高等専門学校の 1年生から 3年生，専修学校高等課程，各種学校である外国人学校のうち「高等学校
の課程に類する課程を置くもの」として文部科学大臣の指定を受けたもの＊29となっています。

〈公立高等学校について〉
公立高等学校（中等教育学校後期課程，特別支援学校高等部を含む。）については，授業料を原則

不徴収としており，これまでの授業料に相当する経費を地方公共団体に対して，国費により負担して
います。

〈私立高等学校等について〉
一方，私立高等学校等の生徒については，就学支援金として，授業料について一定額（年額11万

8,800円）を支給していますが，簡便かつ確実に授業料負担を軽減できるように，学校が生徒本人や
保護者に代わって就学支援金を受け取り，授業料の一部と相殺する仕組みになっています。
また，私立高等学校等における授業料等の経済的負担が重いことを踏まえ，特に低所得世帯の生徒

に対しては，家庭の状況に応じて，就学支援金を加算して支給することとしています。具体的には，
生徒の保護者の年収が250万円未満程度＊30の場合には 2倍額，350万円未満程度＊31の場合には1.5倍
額を上限として支給することになります。
さらに，本制度に加えて，これまで都道府県で行われてきた授業料減免などの取組がより充実され

るよう，例えば，
○授業料減免補助に係る地方交付税措置を拡充（平成24年度予算約90億円（対前年度約20億円増））
○私学助成に係る生徒等 1人当たり単価を充実（31万258円＝国庫補助金と地方交付税の合計単価
（対前年度1,453円（0.5％）増））
○経済情勢の悪化を踏まえ，都道府県が行う経済的理由により修学困難な高校生への奨学金事業や
私立高校生に対する授業料減免補助に対して緊急的な支援を行うため，高校生修学支援基金（平
成21年度第 1次補正予算約486億円，23年度第 3次補正予算約189億円，21年度から26年度の
6か年分）を措置する＊32

などの支援措置を講じています。

〈制度の見直しについて〉
平成24年 7 月，新たに公立専修学校を就学支援金の加算の対象に加えました。また，就学支援金

の受給資格の認定申請手続について，生徒・保護者や私立高等学校等の事務負担の軽減を図るため，
25年度から学校設置者が生徒の同意を得て代わって行うことができることとしました。
本制度については，法の施行から 3年経過後の見直し規定があります。現在も，特に低所得者層に

おいては，授業料以外の教育費も負担となっており，公私間の教育費格差もあります。限られた財源
の下，これらの課題に効果的に対応するために，例えば，現行の制度に所得制限を設け，低所得者の
ための給付型奨学金や公私間格差の是正方策を現行の施策との関係を含め総合的に検討するなど，高
等学校段階に係る教育費負担軽減の施策の見直しを行います。

＊29	高等学校等就学支援金制度における外国人学校の指定
対象となる教育施設については，公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則

第 1条第 1項第 2号イ及びロの規定に基づき，文部科学大臣が指定を行い，告示で定めることとしており，平成25年 3 月 7 日現
在で全39校を指定している。
＊30，31�親と子供 2人の計 4人世帯の場合を想定。
＊32	平成22年度から，入学料減免補助事業を対象に追加。
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	図表 2-3-41	 	公立高校の授業料無償制及び高等学校等就学支援金

公立高校の授業料を無償にするとともに，高等学校等就学支援金を支給することにより，家庭の教育費負担を
軽減する。

趣　　旨

年収250万円未満程度＊ 237,600円（2倍）
年収250～ 350万円未満程度＊ 178,200円（1.5倍）

【＊両親と子供2人の世帯の場合を想定】

制度概要

生徒

公立高等学校運営費

国

都道府県・市町村等

授業料収入相当額

国費負担により授業料を不徴収に

公立高校－不徴収により授業料無償－

生徒からの申請は原則不要

都道府県学校設置者

「就学支援金」を代理して受領

私立高校－就学支援金の支給により，教育費負担を軽減－

就学支援金の費用を
国費で負担

就学支援金額を
授業料から減額

国生徒

国立学校については，
国から直接学校設置者へ支給

支給上限額
118,800円～ 237,600円

※学校により申請が必要な場合あり

○対象となる学校種は，国公私立の高等学校，中等教育学校（後期課程）、特別支援学校（高等部），高等専門
学校（1～ 3年生），専修学校高等課程及び各種学校となっている外国人学校のうち高等学校の課程に類する
課程を置くものとして告示で定めるもの
○公立の高等学校（中等教育学校（後期課程），特別支援学校（高等部）を含む。）については授業料を不徴収
とし，従来の授業料に相当する経費を地方公共団体に対して国費により負担
○私立学校の生徒については，高等学校等就学支援金として授業料について一定額（118,800円）を助成（学
校設置者が代理受領）することにより，教育費負担の軽減を図る
○私立学校に通う低所得世帯の生徒については，所得に応じて，助成金額を1.5 ～ 2倍した額を上限として助
成する

（2）高校生等に対する奨学金事業について
日本学生支援機構（旧日本育英会）が実施してきた高等学校等の生徒に対する奨学金事業について
は，平成17年度の入学者から順次，都道府県に移管されています。各都道府県において必要な資金
を円滑に確保できるよう，国は奨学金の原資として，高等学校等奨学金事業交付金を交付しており，
24年度予算においては約200億円を措置しています。加えて，高校生修学支援基金により，奨学金事
業を実施する都道府県に対して緊急支援を行っており，24年度以降は，当該基金を利用する都道府
県において，所得連動返済型の奨学金制度（貸与者本人が一定の収入を得るまでの間，奨学金の返済
を猶予）が整備されるよう制度改正を行っています。

4 障害のある児童生徒などに対する就学支援
近年，特別支援学校及び小・中学校の特別支援学級等に在籍する児童生徒などの数が増加してお
り，その就学を経済的に支援することが重要になっています。
文部科学省では，特別支援学校及び小・中学校の特別支援学級等に就学する障害のある児童生徒な
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どの保護者の経済的負担を軽減することを目的として，「特別支援教育就学奨励制度」を実施してい
る地方公共団体に対して，所要経費の一部を補助しています（参照：第 2部第 3章第12節2（2））。
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